
実際に医療機関等へ支払った額の中に、健康保険が適用されない治療や薬、
病気の予防を目的とする予防接種等の費用が含まれていた場合は、療養費の計算から除外されます。

≪時効≫:療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日から２年

◆本申請書および添付資料は、1ヶ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、外来・入院ごとに1枚ずつご提出ください。

【注意】

療養費支給申請書 【保険証を使用せずに、全額自己負担された場合】記入見本

ＴＯＴＯ健康保険組合の

保険証を使用せずに

全額自己負担で診療を

受けた期間もしくは、

以前の保険証を使用し、

診療を受けた期間を

ご記入ください。

③の診療期間に対する

領収書に記載されている

金額をご記入ください。

該当する申請理由に☑を行い、添付資料をご準備ください。

本申請書を送付される前に、添付資料にモレがないかご確認の上、☑を行ってください。

※療養費の給付決定後に自治体の医療費助成申請のために『給付金決定通知』が必要な場合は、

TOPASサブより印刷が可能です。（ご退職・休職中の方には健康保険組合より支給決定後、送付いたします）

該当する項目に☑および

負傷・発病原因の詳細を

ご記入ください。

記号・番号は保険証に

記載されています。

傷病名および受診された

医療機関をご記入ください。

TOTO健康保険組合
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